
令和５年４月１日現在 

令和５年度 農業経営に関する補助制度等一覧 

 

補助金等制度 

【農業用機械・施設等導入】 

名称 内容 補助率 主な対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

強い農業づくり

総合支援交付金 

産地基幹施設等

支援タイプ 

※① 

産地や担い手の発展の状況

に応じて必要となる集出荷

施設等の基幹施設の整備に

取り組む場合に、補助金を

交付 

事業費の 1/2 以内 

※事業費原則５千万円以上 

 

・農協、農地所有適格法

人、その他農業者の組織す

る団体、公社等 

・受益農業従事者が５名以

上 

単収の向上や生産コストの低

減といった産地として取り組

む目標に沿って成果目標を２

つを選択し、評価年度におい

て成果目標を達成する。 

費用対効果分析を実施し、投

資効果が 1.0 以上である。 

市 

強い農業づくり

総合支援交付金 

産地基幹施設等

支援タイプ 

みどりの食料シ

ステム戦略 

※① 

同上 同上 同上 

①みどりの食料システム戦略

に掲げる取組から１つ②収益

性の向上に繋がる目標から１

つ。成果目標を２つ選択し、

評価年度において成果目標を

達成する。 

市 

農地利用効率化

等支援交付金 

先進的農業経営

確立支援タイプ 

（融資主体補助

型）※① 

融資を活用して農業用機械・

施設を導入し経営改善・発展

に取り組む場合に、融資残に

ついて補助金を交付 

事業費の 3/10 以内 

（上限額： 

法人 1,500 万円、 

個人 1,000 万円） 

実質化された人・農地プラ

ンに位置づけられた中心的

な経営体等 

必須目標（付加価値額の拡大）

に加え、選択目標（農産物の価

値向上、経営コストの縮減等）

から１つ以上選択し、評価年度

において成果目標を達成する 

※地域担い手育成支援タイプ

よりも高い目標設定が必要 

市 

※補助金の活用には事前の相談が必要です。 



名称 内容 補助率 主な対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

農地利用効率化

等支援交付金 

地域担い手育成

支援タイプ 

（融資主体補助

型） 

※① 

融資を活用して農業用機

械・施設を導入し経営改

善・発展に取り組む場合

に、融資残について補助金

を交付 

事業費の 3/10 以内 

（上限額： 

法人・個人 300 万円） 

実質化された人・農地プラ

ンに位置づけられた中心的

な経営体等 

必須目標（付加価値額の拡

大）に加え、選択目標（農産

物の価値向上、経営コストの

縮減等）から１つ以上選択

し、評価年度において成果目

標を達成する 

市 

担い手確保・経

営強化支援事業 

※① 

先進的な農業経営の確立に

取り組む担い手が融資を受

けて行う機械・施設の導入

する際、融資残について補

助金を交付 

事業費の 1/2 以内 

（上限額： 

個人 1,500 万円、 

法人 3,000 万円） 

実質化された人・農地プラ

ンに位置づけられた中心的

な経営体等 

必須目標（付加価値額の拡

大）に加え、選択目標（経営

面積の拡大、農業経営の複合

化等）から１つ以上選択し、

評価年度において成果目標を

達成する 

市 

産地生産基盤パ

ワーアップ事業 

(収益向上対策) 

※① 

高収益な作物・栽培体系へ

の転換を図る取組に必要な

機械や機器のリース導入に

要する経費、施設整備に必

要な経費等に対して支援 

施設整備：事業費の 1/2 以

内 

農業機械リース導入：本体

価格の 1/2 以内 等 

磐田市農業再生協議会で作

成する「産地パワーアップ

計画」に位置づけられてい

る農業者団体等 

８つの成果目標（販売額の

10％以上の増加、契約栽培の

割合 10％以上の増加かつ全体

の 50％以上等）の中から１つ

を選択し評価年度において成

果目標を達成する 

 

市 

施設園芸大国し

ずおか構造改革

緊急対策事業 

施設園芸の生産拡大のため

の鉄骨ハウス等の新設への

助成 

対象経費の 1/3以内 

（上限額：7,000円/㎡、ただ

し、メロン専用スリークォー

タ型ガラス温室の場合は、15

千円/㎡。千円未満の端数が

ある場合は切捨て） 

認定農業者 

認定新規就農者 

※GAP 等の認証を取得済

み又は取得が確実な者 

審査会において成果目標、計画

評価をポイントにし、採択順位

を決定。 

対象品目は県指定作物及び県

が実施した首都圏市場調査に

よりニーズがあると認められ

た戦略的作物 

 

静
岡
県
中
遠
農
林
事
務
所 



名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

持続的農業経営

支援事業 

経営の改善に寄与する農業

用施設、機械等の更新又は改

修 

対象経費の 1/3以内 

上限額： 

施設更新 7,000円／㎡ 

    又は 700万円 

（メロン 15,000／㎡） 

施設改修 2,000円／㎡ 

    又は 200万円 

（メロン 5,000円／㎡） 

付帯設備 300万円／件 

機械   200万円／件 

※下限 

施設・機械 100万円 

付帯設備   50万円 

認定農業者 

認定新規就農者 

（大規模経営体を除く） 

省エネ、効率化又は環境負荷軽

減・環境調和、いずれかに寄与

する。 

静
岡
県
中
遠
農
林
事
務
所 

 

【茶園】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

茶園集積推進事

業費補助金 

茶園の集積を進めて茶業経営

の効率化を図るため、農地中

間管理機構を通じて借り受け

た茶園において、茶樹改良等

の取組（※③ 別表）を行う場

合に補助 

50,000 円/10a 

・茶園の集積を進めている

茶工場又は自園・自製を含

めた茶工場の構成員 

・人・農地プランの中心経営

体として位置づけられてい

る又は位置づけられること

が確実な者 

 市 

 

  



【水田】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

水田活用の直接

支払交付金 

水田で主食用米以外の作物

（麦・大豆・飼料用米・野菜・

花など）を販売目的で生産し

た場合に交付 

飼料用米 55,000 円～/10ａ 

麦・大豆 35,000 円/10ａ等 

 

その他取組内容ごとに補助

メニューあり 

・販売目的で対象作物を水

田で生産する販売農家 

・営農計画書を提出するこ

と 

現地確認により作付けを判定 

出荷・販売が必要 

申請提出期限：６月 15日 

市 

畑作物の直接支

払交付金（ゲタ

対策） 

小麦、大豆、そば、なたね等

を生産した場合に、生産量と

品質に応じて交付 

（交付単価は品質等に応じて

増減） 

品質や課税／免税事業者な

ど条件により異なる 

詳細は窓口に問い合わせ 

認定農業者 

認定新規就農者 

現地確認により作付けを判定 

品質検査又は品質区分確認の

手続きが必要 

出荷・販売が必要 

申請提出期限：６月 15日 

市 

農業経営基盤強

化準備金 

経営所得安定対策に加入して

いる認定農業者等が、その交

付金を活用して、農地取得・

農業機械購入等、設備投資に

広く対応できるように、課税

の対象となる所得を減額する

ことができる制度 

税制支援 

次の全てに当てはまる者 

①青色申告している者 

②認定農業者又は認定新規

就農者 

③経営所得安定対策の交付

金又は水田活用直接支払交

付金を受ける者 

車両や中古品の取得は対象外 

確定申告時に農林水産大臣よ

り交付された証明書が必要 

（手続きは確定申告の 1 か月

前までに行う） 

関
東
農
政
局
静
岡
県
拠
点 

※
⑦ 

 

【荒廃農地】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

荒廃農地対策事

業費補助金 

荒廃農地を再生・利用する取

組やこれに附帯する施設等の

整備等を支援するため、補助

金を交付 

※④別表のとおり 

（白地農地の場合市単独補

助のみ） 

事業費：200 万円未満 

対象者：認定農業者、認定

新規就農者等 

対象農地：農業委員会で荒

廃農地として確認した農

地、中間管理事業で権利設

定した農地 

再生後、５年間以上耕作する

こと 
市 



【雇用】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

雇用就農資金 

農業法人等が新規就農者等を

新たに雇用し、就農に必要な

技術・経営ノウハウ等を習得

させるための実践的な研修等

に対して助成 

①雇用就農者育成・独立支援

タイプ 

②新法人設立支援タイプ 

③次世代経営者育成タイプ 

①研修生一人当たり年間最

大 60 万円（最長４年間） 

 

②２年目まで年間最大 120

万円。３年目以降は、年間最

大 60 万円（最長４年間） 

 

③月最大 10 万円（最短３ヶ

月～最長２年間） 

新たに就業希望者を正規の

従業員として雇用して研修

を実施する農業法人等 

 

・支援開始時点で、採用されて

から 4 ヶ月以上 12 ヶ月未満で

あること。 

・研修生の年齢が正社員採用日

時点で、原則 50 歳未満である

こと。 

 

令和５年度募集期間 

第２回：７月～８月頃予定 

 

※その他要件については静岡

県農業会議 HP を確認くださ

い。 

静
岡
県
農
業
会
議 

 

※
⑧ 

シニア世代雇用

就農支援事業費

補助金 

シニア世代（50歳以上 65歳

未満）の就農希望者を新たに

雇用し、就農に必要な実践的

な研修等に対して助成。 

・研修生一人当たり年間最

大 120 万円 

 

【内訳】 

・研修生に対する研修費  

月額最大 97,000 円 

・指導者研修費 

年間最大 120,000 円 

新たに就業希望者を雇用し

て研修を実施する農業法人

等 

令和５年度募集期間 

(募集時期未定) 

 

※その他要件については静岡

県 HPを確認ください。 

静
岡
県
中
遠
農
林
事
務
所 

 

 

 

 



【新規就農者】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

新規就農者育成

総合対策（経営

発展支援事業） 

 

※経営継承も可 

 

機械（軽トラ除く）・施設、

家畜導入、果樹・茶の新植・

改植、機械等リース料等の初 

期投資的な経費 

・事業費の 3/4以内 

（国 1/2、県 1/4） 

・上限：750万円 

ただし、経営開始資金活 

用者は 375万円 

・認定新規就農者で、当該 

年度に就農した者又は就

農する者 

・認定新規就農者で経営を

継承する場合は、従事し

てから 5年以内に継承し、

付加価値額 10％向上又

は、生産コスト 10％削減

させる。 

応募される新規就農者の取組

をポイント化し、ポイントの

高い者から配分の対象 

市 

初期投資促進 

事業 
同上 同上 同上 同上 市 

 

【経営継承】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

経営継承・発展

等支援事業 

※② 

担い手から経営を継承し、発

展させるための取組を支援。 

・対象経費は謝金、研修費、

旅費、機器装置等費、広報費、

開発・取得費、委託費等 

上限 100万円 

人・農地プランの中心的経

営体等である後継者 

 

※農業次世代人材投資事業

（経営開始型）を受けてい

ないこと。 

経営発展計画を作成し、国の配

分基準に基づいたポイントに

より採択順位を決定。 

評価年度において成果目標を

達成する。 

市 

 

 

 

 

  



【その他補助金】 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他(成果判定等) 窓口 

環境保全型農業

直接支払交付金

事業 

化学肥料・化学合成農薬を原

則５割以上低減する取組と合

わせて行う地球温暖化防止や

生物多様性保全に効果の高い

営農活動を支援 

カバークロップ 6,000 円/10

ａ、有機農業 12,000 円/10

ａ 等 

(国予算に応じて減額あり) 

農業者の組織する団体 

・団体への加入 

・申請農地の作付写真、生産

記録、出荷伝票等の提出 

・国際水準ＧＡＰへの取組 等 

市 

農業用石油代替

エネルギー施設

整備事業費補助

金 

施設園芸の持続的発展及び経

営の発展を図るため、石油代

替エネルギー施設の購入又は

リースを支援 

補助率：1／4 

上限：１施設 100万円 

市内に住所を有する農業者 

組合 

団体 

 市 

認定農業者等ス

テップアップ事

業費補助金 

意欲ある経営体を育成するこ

とにより活力ある産地形成を

図るため、地域の担い手であ

る認定農業者の積極的な取組

みに対し補助 

年間５万円を上限 
認定農業者 

認定新規就農者 
 市 

未来の農業者育

成事業費補助金 

農業体験及び地場産品を使用

した料理教室を通じて、市内

の農業に対する理解を深め、

将来、職業として農業を選択

する子供等を育成するため、

農業体験事業等を実施する市

内農業者等に補助金を交付 

年間 10 万円を上限 

（年１回） 

農業者 

食育団体 

消費者団体 

 市 

野生鳥獣被害防

止対策事業費補

助金 

野生鳥獣による農作物被害を

防止するため、電気柵等の購

入や設置をする者に対し、補

助金を交付 

対象経費の 1/2 以内 

（上限額：個人 100,000 円 

 認定農業者 150,000 円） 

事業費：３万円以上 

認定農業者 

自己の農地若しくは森林を

所有する者 

 市 



保険制度 

 

名称 内容 補助率 対象者要件 その他 窓口 

米・畑作物の収

入減少影響緩和

交付金（ナラシ

対策） 

米、麦、大豆等の販売収入の

合計（当年産収入額の合計）

が標準的収入額を下回った場

合に、その差額の９割を補て

ん 

補填額＝（標準的収入額－

当年産収入額）×0.9 

（内 1/4 農業者、3/4 国負

担） 

認定農業者 

認定新規就農者 

掛捨てなし 

申請提出期限：６月 15日 

農産物検査又は出荷が証明で

きるものが対象（但し条件あ

り） 

市 

収入保険制度 

保険期間の収入が基準収入の

９割を下回った場合に、下回

った額の９割を上限に補てん 

詳細は窓口に問い合わせ 
青色申告を行っている農業

者 

類似制度（ナラシ対策、野菜

価格安定制度等）との重複加

入不可 

静
岡
県
農
業
共
済
組
合 

※
⑨ 

 

融資制度 

名称 内容 融資額 対象者要件 その他 窓口 

農業近代化資金 

施設や農機具の取得、家畜購

入、果樹植栽等の取組を行う

ときに借りることができる一

般的な資金 

貸付限度額 

個人：1,800 万円 

（特認 2 億円） 

法人：2 億円 等 

認定農業者 

その他担い手 等 

認定農業者の場合 

貸付金利（％）：無利子～0.30 

償還（据置）期間（年以内）： 

15（7） 

融資率（％）：100 

金
融
機
関
（
Ｊ
Ａ
等
） 



農業経営基盤強

化資金（スーパ

ーＬ資金） 

※⑤ 

償還期間が長い、借入金額が

大きい、農地を取得するなど

の場合に利用できる長期資金 

貸付限度額 

個人：3 億円 

（特認 6 億円） 

法人：10 億円 

  （特認 30 億円） 

認定農業者 

貸付金利（％）：無利子～0.30 

償還（据置）期間（年以内）： 

25（10） 

融資率（％）：100 

金
融
機
関 

(
Ｊ
Ａ
等) 

農林漁業セーフ

ティネット資金 

※⑥ 

災害等の影響を受ける農林漁

業者の資金繰りに支障が生じ

ないよう、経営維持・再建の

ために必要な資金の実質無利

子・無担保で利用できる資金 

貸付限度額 

一般：600 万円 
認定農業者 等 

貸付金利（％）：0.16～0.20 

償還（据置）期間（年以内）： 

15（3） 

融資率（％）：100 

金
融
機
関 

(

Ｊ
Ａ
等) 

青年等就農資金 
青年等就農計画の達成に必要

な資金 
3,700 万円 認定新規就農者 

返済期間 17 年以内 

利率：無利子 

金
融
機
関 

(

Ｊ
Ａ
等) 

 

※①～※② 国の予算がついた場合のみ実施できます。現在の農業経営状況や３年後の目標水準等をポイント算定し、高得点の方から採択されます。 

※③ 別表 

取組メニュー ポイント 

①枕地の抜根、整地（両側） １７ 

②枕地の抜根、整地（片側） ８ 

③畝方向の統一（抜開、抜根） ７８ 

④耕作道整備 １７ 

⑤中切り又は台切り ９３ 

⑥深刈り ３７ 

⑦土壌改良（堆肥散布） ５３ 

⑧深耕 ５１ 

⑨初期除草（手取り） １８ 

上記のメニューの合計が 100 ポイント以上必要となります。 



※④ 別表 

事業メニュー   県･市 市単独 

再生事業 

県 事業費の１/２以内  ―   

市 事業費の１/２以内 

青地 

1 種農地 

2 種農地 

事業費の 10/10 以内 

※自主解消の場合 10万

円／10ａ 

3 種農地 

事業費の１/２以内 

※自主解消の場合 5万

円／10ａ 

土壌改良 

県 事業費の１/２以内  ―   

市 事業費の１/２以内 2.5万円/10ａ 

施設等補完整備 

県 
事業費の１/４以内 

 ―   
事業費の１/２以内 ※農業用排水施設整備 

市 
事業費の１/４以内 

事業費の１/２以内 
事業費の１/２以内 ※農業用排水施設整備 

 

 

※⑤～※⑥ 

資金によって取扱金融機関が異なる場合があるため、詳しくは日本政策金融公庫静岡支店（電話 054-205-6070）までお問い合わせください。 

 

※⑦ 関東農政局静岡県拠点      静岡市葵区東草深町 7-18 電話 054-200-5500 

※⑧ 静岡県農業会議         静岡市葵区追手町 9-18  電話 054-255-7934 

※⑨ 静岡県農業共済組合中東遠地域センター  袋井市小山 20-1     電話 0538-42-2816 


